
名称 目的 根拠 有識者等

総合海洋政策本
部

海洋基本計画の案の作成及び実施の推進
に関すること、関係行政機関が海洋基本
計画に基づいて実施する施策の総合調整
に関すること及び海洋に関する施策で重
要なものの企画及び立案並びに総合調整
に関することの実施を図る。

法律
H19. 4.27
第33号

本部長
副本部長
本部員

内閣総理大臣
内閣官房長官,海洋政策担当大臣
他のすべての国務大臣

安全保障会議 国防に関する重要事項及び重大緊急事態
への対処に関する重要事項を審議する。

法律
S61. 5.27
第71号
最終改正
H18.12.22

議長
議員

内閣総理大臣
内閣法第９条の規定によりあらかじめ指定された国
務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業
大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官、国
家公安委員会委員長

名称 目的 根拠 有識者等

行政改革実行本
部

政府として取り組んできた各般の行政改
革の取組を踏まえ、行政改革を政府一体
となって、総合的かつ強力に実行する。

閣議決定
H24. 1.31

本部長
本部長代行
副本部長
本部員

内閣総理大臣
副総理
内閣官房長官、総務大臣、財務大臣
他の全ての国務大臣

国家戦略会議 税財政の骨格や経済運営の基本方針等の
国家の内外にわたる重要な政策を統括す
る司令塔並びに政策推進の原動力とし
て、総理のリーダーシップの下、産官学
の英知を結集し、重要基本方針の取りま
とめ等を行うとともに、国の未来への新
たな展望を提示するため、新時代の中長
期的な国家ビジョンの構想を行う。

閣議決定
H23.10.21

○

議長
議長代理

構成員

内閣総理大臣
内閣官房長官、国家戦略担当大臣兼内閣府特命担当
大臣(経済財政政策)
総務大臣、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣並
びに内閣総理大臣が指名する者、関係機関の長及び
有識者

2

構成員(出席者）

1

2

２．閣議決定に基づくもの

閣 僚 会 議 の 例
１．法律に基づくもの

構成員(出席者）

1
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名称 目的 根拠 有識者等

犯罪対策閣僚会
議

「世界一安全な国、日本」の復活を目指
し、関係推進本部及び関係行政機関の緊
密な連携を確保するとともに、有効適切
な対策を総合的かつ積極的に推進する。

閣議口頭了
解
H15. 9. 2
最終改正
H20.12.26

月例経済報告等
に関する関係閣
僚会議

月例経済報告等の聴取等を行う。 閣議口頭了解
H 5. 8.13
一部改正
H10.12.15
H11. 3.12
H12.12.12
H12.12.26
H13. 5.11
H15. 4.11
H18. 4.28
H18.10.13
H19.10. 9
H21. 8.25
H21.11.17
H22.10.15
H24. 2.10

○

主宰者
構成員

出席者

内閣官房長官
内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚
生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交
通大臣、内閣府特命担当大臣（金融）、内閣府特命
担当大臣（消費者及び食品安全）、内閣府特命担当
大臣（経済財政政策）、内閣府特命担当大臣（科学
技術政策）、内閣府特命担当大臣（地域主権推
進）、内閣府特命担当大臣（行政刷新）、復興大
臣、国家戦略担当大臣、公務員制度改革担当大臣
必要に応じ、関係大臣その他関係者も出席
内閣官房副長官（政務及び事務）、内閣府副大臣、
内閣府大臣政務官、公正取引委員会委員長、内閣法
制局長官、日本銀行総裁

名称 目的 根拠 有識者等

電力需給に関す
る検討会合

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震
の影響による電力供給不足について、政
府としての対応を総合的かつ強力に推進
する。

内閣総理大
臣決裁
H23. 3.13
一部改正
H23. 4. 8
H23. 5.16
H23.10.31
H24. 2.10

座長
座長代行
構成員

内閣官房長官
経済産業大臣
内閣総理大臣、座長及び座長代行を除く全ての国務
大臣

パッケージ型イ
ンフラ海外展開
関係大臣会合

アジアを中心とする旺盛なインフラ需要
に対応して、インフラ分野の民間企業の
取組を支援し、国家横断的かつ政治主導
で機動的な判断を行う。

内閣官房長
官決裁
H23.10.21

議長
構成員

事務局長

内閣官房長官及び国家戦略担当大臣
総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国
土交通大臣及び環境大臣
議長の指名する内閣官房副長官

2

構成員(出席者）

2

1

1 全閣僚

４．内閣総理大臣決裁、内閣官房長官決裁等に基づくもの

３．閣議口頭了解に基づくもの

構成員(出席者）

2



名　称 目　　　的
根拠

(第1回開催)
有識者等

予算編成に関す
る閣僚委員会

来年度予算編成について議論する。 第１回開催
H21.9.29

内閣総理大臣、副総理、財務大臣、
内閣官房長官、
内閣府特命担当大臣（行政刷新）、
国家戦略担当大臣等

原子力発電所に
関する四大臣会
合

平成２３年７月１１日「我が国原子力発
電所の安全性の確認について」（ストレ
ステストを参考にした安全評価の導入
等）に基づき、定期検査で停止中の原子
力発電所について運転の再開の可否を、
内閣総理大臣、経済産業大臣、原子力事
故再発防止担当大臣、内閣官房長官の四
大臣で判断をするための会合。

第１回開催
H24. 4. 3

内閣総理大臣、経済産業大臣、原子力事故再発防止
担当大臣、内閣官房長官

1

2

５．その他（設置に関する規程のないもの）

構成員(出席者）

3


